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平成３０年６月１９日宣告福岡高等裁判所第２刑事部判決 

平成３０年（う）第１８号 関税法違反，消費税法違反，地方税法違反 

           主       文 

本件各控訴を棄却する。 

           理       由 

 本件各控訴理由は，原判示第１に関する事実誤認並びに現金等の没収に関する法

令適用の誤り，事実誤認及び量刑不当の主張である。 

第１ 原判示第１に関する事実誤認の主張について 

各弁護人の論旨は，要するに，原判示第１につき，被告人４名には実行犯Ｅらと

の共謀が認められないにもかかわらず，原判示第１の事実を認定した原判決には，

判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある，というのである。 

そこで，記録を調査して検討する。 

１ 原判示第１は，被告人４名が，Ｅ及びＦこと氏名不詳者らと共謀の上，大韓

民国から金地金を輸入するに当たり，これに対する消費税及び地方消費税を免れよ

うと考え，Ｅが，平成２９年４月１３日（現地時間），大韓民国（以下「韓国」と

いう。）所在の仁川国際空港でティーウェイ航空２９１便に搭乗する際，金地金６

個（以下「本件金地金」という。）を隠匿携行し，同日，到着した福岡空港内門司

税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において，入国に伴う税関検査を受けるに際

し，同支署職員に対し，本件金地金を輸入する事実を秘し，その申告をしないまま

同検査場を通過しようとし，もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入

（以下「本件密輸入」という。）するとともに，不正の行為により保税地域から引

き取られる課税貨物である本件金地金（課税価格合計２７５３万０２８１円）に対

する消費税１７３万４３００円及び地方消費税４６万７９００円を免れようとした

が，同支署職員によって本件金地金を発見されたため，その目的を遂げなかった，

とされる事案である。 

原判決は，まず，Ｅの本件密輸入に至る経緯等から，本件密輸入には，本件金地
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金を韓国から日本に持ち込んで本件密輸入を実行する同人のほか，同人に対し，本

件密輸入の具体的実行方法等につき指示を与えたり，その航空券を手配したり，本

件金地金等を渡したりする者，更にはＥから本件金地金を回収する者など，複数名

が関与したことが推認でき，また，被告人４名から差し押さえたスマートフォン内

のデータ及び本件密輸入の前日から当日にかけての被告人４名の行動から，被告人

４名は本件密輸入に関係する者であり，本件密輸入について氏名不詳の共犯者らと

意思を通じ合っており，本件密輸入を共通の目的として，本件密輸入の前日及び当

日に行動を共にしていたことが推認できるとした。その上で，原判決は，以上を総

合すれば，被告人４名が，本件密輸入につき，Ｅ及びその他の共犯者らと意思を通

じ合い，また，被告人４名相互間でも意思を通じ合った上で，本件密輸入につき，

実行犯であるＥを出迎え，これを監視・誘導するなどした上，本件金地金を回収す

るという役割等を担っていたと認められるとして，原判示第１の事実を認定した。

かかる原判決の判断に，論理則，経験則等に照らして不合理な点はなく，当裁判所

も正当として是認することができる。以下，所論に鑑み説明する。 

２ まず，関係証拠によれば，Ｅの本件密輸入に至る経緯等（原審甲５８）から，

本件密輸入には，本件金地金を韓国から日本に持ち込んで本件密輸入を実行するＥ

のほか，同人に対して本件密輸入の具体的実行方法等につき指示を与えたり，その

航空券を手配したり，本件金地金等を渡したりする者，Ｅから本件金地金を回収す

る者など，複数名が関与していたと認められるほか，概ね原判決が説示するとおり，

以下の事実が認められる。 

 被告人Ｂと本件密輸入との結び付きを示す画像データの存在 

被告人Ｂから差し押さえたスマートフォン内には，以下の各画像データが保存さ

れており（原審甲１２２），これらは，いずれも本件密輸入の前日に当たる日本時

間の平成２９年４月１２日（以下，年号を付さないものは「平成２９年」を示す。）

から本件密輸入当日にかけて，被告人Ｂのスマートフォンに他者から送信されたも

のである。 
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ア 「＜４月１３日 木曜日＞」との表題で，１から３０までの通し番号順に３

０名の氏名及びその性別が記載され，各人の「連絡先」欄には８桁の数字が，「出

発時間」欄には航空機の便の略称と出発時刻を意味すると思しき「ＫＥ７８７（０

８：００）」等が，更に前記氏名等が記載された欄の上部に「ＫＥ７８７（１陣 

６名 ０８：００）」等と記載された韓国語表記の一覧表（以下「本件一覧表」と

いう。）の画像データが保存されている。 

なお，本件一覧表の番号２０の欄には「Ｅ（男）」と記載され，「連絡先」とし

て「３２９１ ４７３１」，「出発時間」として「ＴＷ２９１（１０：０５）」と

記載されているところ，これはＥの携帯電話番号及び同人が本件当日搭乗したティ

ーウェイ２９１便と一致している。 

イ 冒頭に「…福岡空港の外にいる…場所で指定された回収者にだけ物件を渡す

ことを約束します。万一，指定された回収者でない人に物件を渡したときはそこに

発生するすべての被害に対する民・刑事上の責任を負います。本人は上記内容を正

確に熟知したのなら下にこれを確認するサインをいたします。日付：２０１７年４

月１３日」と記載され，その下に１から３０までの通し番号順に「氏名」「数量」

「物件サイン」「円貨サイン」の各欄が設けられ，「氏名」欄に本件一覧表と同じ

番号順に同一の氏名が記載されており，このうち番号５，１９及び２６以外の２７

名について，その対応する「数量」「物件サイン」及び「円貨サイン」の各欄に手

書きの記載がされた韓国語表記の一覧表（以下「本件誓約書」という。）の画像デ

ータが保存されている。 

なお，本件誓約書の番号２０の「氏名」欄には「Ｅ」と記載され，「数量」欄に

は手書きで「６」と記載されているところ，これはＥが密輸入した本件金地金が６

個であること（原審甲４９，５１）と一致し，また，本件誓約書の番号１２，１３，

１５，２１，２３及び２４の「氏名」欄及び「数量」欄の各記載は，本件密輸入当

日，税関検査で金地金を発見されたＥ以外の６名の韓国人の氏名及び所持に係る金

地金の個数と一致している（原審甲６３）。 
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ウ 本件誓約書の番号５，１９及び２６を除く２７名を１ないし２名ごとにその

容姿を撮影し，その画像上に氏名，本件一覧表の番号に対応する「出発時間」欄の

記載及び本件誓約書の番号に対応する「数量」欄の記載が印字された写真画像が保

存されている。 

なお，その中には，Ｅの容姿を撮影した写真に「ＴＷ２９１」「１０時５分」

「Ｅ６」と印字されたもの（以下「本件写真」という。）がある。  

 被告人Ｄ及び被告人Ａと本件密輸入との結び付きを示す画像データの存在 

被告人Ｄから差し押さえたスマートフォン内に，本件一覧表及び本件写真の各画

像データ並びに本件誓約書類似の韓国語表記の一覧表（「氏名」欄と「数量」欄の

間に「会社」欄が設けられ，「ＫＥ７８７（０８：００）」等の記載があること及

び日付や手書きの記載がないこと以外は，本件誓約書と概ね同内容である。）の画

像データが保存されており（原審甲１２６），被告人Ａから差し押さえたスマート

フォン内にも，本件一覧表の画像データが保存されていた（原審甲１２０）。これ

らの各画像データは，いずれも日本時間の本件密輸入当日に，被告人Ｄ及び被告人

Ａのスマートフォンに他者から送信されたものである（原審甲１３６）。 

 被告人Ｃと本件密輸入との結び付きを示すメッセージ等の存在 

被告人Ｃは，被告人Ｂに対し，本件密輸入当日の午前１１時１７分頃，スマート

フォンで「今，４次のティウェイ航空着陸したんだけど」などのメッセージを送信

し，これに対し，被告人Ｂは，「引率者向かわせて」などと返信した（原審甲６

７）。 

被告人Ｃは，本件密輸入当日の午後零時４０分頃，Ｇこと氏名不詳者に対し，自

己のスマートフォンのアプリケーションソフトを用いて，「今日の入管，税関の状

況は最悪です」「現時点，７チーム捕まって」とのメッセージを送信した（原審甲

９５）。 

 本件密輸入の前日から当日にかけての被告人４名の行動 

被告人４名は，本件密輸入の前日に同一の航空便で来日（関西空港）し（原審甲
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７８），同日夜，福岡市博多区内のホテルに共に入ってチェックインし，本件当日

朝に共に同ホテルを出て，同じタクシーに乗って移動した。なお，本件密輸入当日

に先立ち，被告人４名のために，本件密輸入当日の夕方に福岡空港を出発予定の同

一の航空便の航空券が同時に予約されており（原審甲６１），被告人Ｂが，本件密

輸入当日の午後零時１２分頃，この予約内容を明らかにする画像データを被告人Ｃ

のスマートフォンに送信した（原審甲６７）。 

３ 所論の検討 

 各弁護人の所論は，原判決の認定する金地金密輸入グループのメンバーは多

数にのぼり，毎回同じメンバーで密輸入をしていたわけではなく，本件密輸入につ

き役割が割り当てられていなかったメンバーにも区別なく本件一覧表等の本件密輸

入に関するデータが共有されていた可能性があるから，被告人Ａ，被告人Ｂ及び被

告人Ｄのスマートフォンに何者かから本件一覧表等の本件密輸入に関するデータが

送信，保存されていたとしても，本件密輸入に関して被告人Ａ，被告人Ｂ及び被告

人Ｄに具体的な役割が割り振られていたことを示すものではなく，共謀を認定する

ことはできない，という。 

しかし，被告人Ｂと被告人Ｃについては，本件密輸入当日に，金地金を密輸入す

る実行犯を乗せた航空機が到着したことや，実行犯の出迎え等をする引率者を向か

わせることを内容とするメッセージのやり取りをしていることからして，同被告人

らがＥを含む金地金を密輸入する実行犯を出迎え，監視・誘導する役割を担ってい

たと認められる。そして，被告人Ａと被告人Ｄは，被告人Ｂと被告人Ｃと共に本件

密輸入の前日に同一の航空便で韓国から来日し，福岡まで移動して同じホテルに宿

泊し，本件密輸入当日も同じタクシーで外出し，同一の航空便で出国する予定であ

ったというのであり，このことからは被告人４名が共通の目的を持って行動を共に

していたと考えられること，しかも，本件密輸入の前日に日本に入国して福岡まで

来た被告人Ａと被告人Ｄのスマートフォンに，わざわざ本件密輸入当日に本件密輸

入に関する画像データが送信されていることからは，同被告人らも被告人Ｂや被告
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人Ｃと同じく本件密輸入に関して一定の役割を担っていたと考えられることを考慮

すれば，被告人Ａと被告人Ｄも，特段の事情のない限り，被告人Ｂらと同様に，金

地金を密輸入する実行犯を出迎え，監視・誘導する役割ないしこれと関連する役割

を担っていたと推認でき，かかる推認を妨げるような事情はない。 

 被告人Ｃの弁護人は，原判決は，被告人Ｃが被告人Ｂに対し，金地金を密輸

入する実行犯を乗せた航空機が福岡空港に到着したことを知らせ，これに対し，被

告人Ｂが被告人Ｃに対して実行犯を引率する者を向かわせるよう指示したものと推

認できる旨説示するが，被告人Ｃが，本件密輸入の際に，被告人Ｃのスマートフォ

ンを使用していたことは証明されていない，原判決の説示するＳＮＳのやり取りの

内容そのものからは被告人Ｃが回収役等の役割を果たしていたとまでは断定できず，

被告人Ｃについて，本件密輸入の共謀や共同正犯性を認めることはできない，と主

張する。 

しかし，被告人ＣがＥを含む金地金を密輸入する実行犯を出迎え，監視・誘導す

る役割を担っていたと認められることは既に説示したとおりであるし，被告人Ｃの

スマートフォンは，原判示第２の犯行が発覚した際に被告人Ｃから差し押さえられ

た被告人Ｃ所有のものであって（原審甲２６），本件密輸入の際に被告人Ｃ以外の

者がこれを使用していたことを窺わせる事情もないことに照らせば，被告人Ｃが，

本件密輸入の際に，被告人Ｃのスマートフォンを使用していたと考えるのが合理的

である。 

 被告人Ｄの弁護人は，原判決は，本件密輸入の前日から当日にかけての被告

人４名の行動から，被告人４名は，本件密輸入を共通の目的として，行動を共にし

ていたとするが，本件密輸入当日にホテルからタクシーに乗車した後も被告人４名

が行動を共にしていたかどうかは定かではなく，別々に行動していた可能性は排斥

できていないし，被告人Ｄは，本件密輸入当日，ＳＮＳ上でのやり取りを行ってい

ないから，そもそも本件密輸入に関与していたかは疑わしい，と主張する。 

しかし，既に説示したとおり，被告人Ｄが，他の３名の被告人と共に本件密輸入
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の前日に同一の航空便で韓国から来日して福岡まで移動するなどし，しかも事前に

他の被告人３名と共に本件密輸入当日に福岡空港を出発する同一の航空便の航空券

が予約されていた上，本件密輸入当日に被告人Ｄのスマートフォンに前記画像デー

タが送信されていることからすれば，被告人Ｄも他の被告人３名と同様，Ｅを含む

金地金を密輸入する実行犯を出迎え，監視・誘導する役割ないしこれと関連する役

割を担っていたと認められるのであって，所論は採用できない。 

 その他，各弁護人はるる主張するが，これらを検討しても，原判示第１の事

実を認定した原判決に事実の誤認はない。 

論旨は理由がない。 

第２ 現金等の没収に関する法令適用の誤り，事実誤認及び量刑不当の主張につい

て 

１ 犯罪組成物件該当性について 

各弁護人の論旨は，要するに，原判決は，関税法１１１条１項１号の規定を形式

的に適用して，原判示第２の現金合計約７億円（以下「本件現金」という。）が，

原判示第２の本件現金の密輸出（以下「本件密輸出」という。）の犯罪行為を組成

する物件である旨説示するが，刑法１９条１項１号該当性の判断は，処罰法規が処

罰の対象としている行為を実質的に検討してなされるべきであるところ，没収の対

象とされた本件現金はそれ自体禁制品に当たらず，その輸出行為自体が犯罪を構成

しないから，関税法１１１条１項１号は実質的には輸出入しようとする貨物につい

て許可を受けなかった義務違反（不作為犯）を処罰対象としているというべきであ

り，本件現金は犯罪組成物件には当たらないにもかかわらず，これを肯定した原判

決の判断には法令適用の誤りがあり，これが判決に影響を及ぼすことは明らかであ

る，というのである。なお，被告人Ａの弁護人の論旨は，本件金地金についても同

様の主張をする。 

しかしながら，関税法１１１条１項１号が，「貨物を輸出し，又は輸入しようと

する者は，…必要な事項を税関長に申告し，貨物につき必要な検査を経て，その許
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可を受けなければならない。」と規定する同法６７条に違反したことを処罰対象と

せず，敢えて「第６７条…の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで

当該貨物を輸出…し，又は輸入」する行為を処罰対象として規定していることに加

え，同法１１１条３項及び４項において，未遂犯及び予備行為も処罰対象として規

定していることからは，同条１項１号は，単に税関長への申告をせず，その許可を

得なかったという義務違反を処罰対象とするものではなく，税関長への申告をせず，

その許可を得ないで貨物を輸出入する行為を処罰対象としていると解するのが相当

である。したがって，本件現金ないし本件金地金が刑法１９条１項１号に該当する

とした原判決の判断に法令適用の誤りはない。 

２ 「犯人以外の者に属しない物」の要件該当性について 

各弁護人の論旨は，要するに，本件現金が「犯人以外の者に属しない物」とはい

えないにもかかわらず，これを肯定した原判決には，判決に影響を及ぼすことの明

らかな事実誤認がある，というのである。なお，被告人Ａの弁護人は，本件金地金

についても同様の主張をする。 

そこで，記録を調査して検討する。 

 原判決は，関係証拠から，被告人らが意思を通じていた氏名不詳者らは，相

当期間にわたって，組織的に金地金の密輸入及び現金の密輸出を大規模かつ多数回

にわたって繰り返していたと推認できるところ，そのような循環を繰り返していた

という状況自体，その密輸に係る金地金及び現金が被告人ら又は共犯者らに属し処

分可能なものであること，ないし，情を知った者から被告人ら又は共犯者らに託さ

れたものであることを推認させ，そのことはかかる循環の一環と推認される本件現

金及び本件金地金についても妥当するとして，これらがいずれも「犯人以外の者に

属しない物」と認められると認定した。かかる原判決の認定に，論理則，経験則等

に照らして不合理な点はなく，当裁判所も正当として是認することができる。以下，

所論に鑑み説明する。 

 まず，関係証拠によれば，原判決が説示するとおり，以下の事実が認められ
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る。 

ア ４月１３日の金地金の密輸入の状況 

被告人４名は，原判示第１のとおり，Ｅ及び氏名不詳者らと共謀して本件密輸入

に及んでいるところ，本件密輸入当日には，Ｅを含む２７名を実行犯とした金地金

の密輸入が計画・実行され，税関で摘発されたＥほか６名以外の者については，金

地金合計１２２個の密輸入を遂げた（以下「本件密輸入等」という。）。 

イ 本件密輸入等後の状況 

 被告人Ｂ及び被告人Ｄは，４月１３日午後４時４０分頃，福岡空港から，前

記のとおり事前に予約されていた同一の航空便で香港国際空港に向けて出発した

（原審甲６１，７８）。その際，両被告人とも，１００万円を超える現金の輸出に

つき特段申告をしていないが（原審甲１３３），被告人Ｂのスマートフォンには，

同日午後８時２１分頃（香港時間），香港国際空港付近で，現金約５億３１００万

円を置いた状態で撮影した写真が保存されていた（原審甲１１５）。 

 さらに，被告人Ｂのスマートフォンには，①４月１３日午後９時５８分頃

（日本時間），男が合計約５億３１００万円の一万円札の束を数えながら，キャリ

ーバッグに詰め込む様子を撮影した動画（原審甲１１７），②同日午後１０時６分

頃（前同）に撮影された，「Ｍｉｃ １３／０４／１７ 日本円で５３１，０００，

０００円受け取り ２０１７年４月１７日の月曜日に，１１６キログラムを渡す 

Ｍｉｃｈａｅｌ」などと記載されたメモ（在香港のホテル名が印字）の写真（原審

甲１１６）が保存されていた。 

 また，被告人Ｃは，４月１８日，自己のスマートフォンのアプリケーション

ソフトを用いて，Ｇこと氏名不詳者らに対し，「香港に到着して。金を直接購入し

に注意しながら移動」「とりあえず，日本円を持ってきたら，香港ドルに換金して，

金の購買可能」「今，香港本島で１７４，０００，０００円両替中」「両替所で円

を両替して，金の会社に入金すれば，その後，金の会社に行って，金を受け取れば

いい」などのメッセージを送信し，また，Ｇこと氏名不詳者からの「円から香港ド
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ルに両替して，金塊をマイケルから購入する？それとも，他のところで購入する？」

とのメッセージに対し，「マイケルの方で両替をして，金を買ってもらうというシ

ステム」と返信している（原審甲１０２）。 

 所論の検討 

ア まず，各弁護人は，①被告人らが原判示第２で所持していた本件現金の大部

分はその出所さえ明らかになっておらず，原判決のいう「循環」による現金である

と認定するには証拠が不足している，②被告人らは，数千万円から数億円の価値を

有する高級車両の売買を委託され，その関係で依頼者から多額の現金を預かること

も多く，本件現金の中には高級車両の買い受けのための預り金が含まれていた可能

性を否定できない，③原判決のいう組織が現金の密輸出等の事情を秘し，投資目的

と称して第三者から資金を調達していた可能性があり，そのような現金が本件現金

の中に含まれていた可能性も否定できない，と主張する。 

①については，確かに，本件現金の全ての詳細な出所や，これを被告人らが所持

するに至った詳細な経過を直接認定できる証拠はない。しかし，前記 認定事実

によれば，原判決が説示するように，被告人４名及びその共犯者らは，４月１３日，

大量の金地金を日本に密輸入した直後，多額の現金を香港に密輸出し，同現金を元

手に香港で金地金を買い付けようとしている。これに加えて，㋐被告人Ｃのスマー

トフォンのアプリケーションソフトで，１月２５日，Ｈこと氏名不詳者が，「今日

はお金の回収があると必ず伝えてください」「ＧＢ（金塊）回収後円回収だけよろ

しくお願いします」というメッセージを「（引率者）」と付記された氏名不詳者に

送ったり（原審甲８２），４月１日，被告人Ｃが，「日本から香港に現金を持って

出国するとき，入管で現金に対する出所を聞かれることがあります。現金に対する

出所を話せる程度には，準備してください」との内容の添付ファイルをＧこと氏名

不詳者らに送る（原審甲９１）などしていること，㋑被告人らのスマートフォンに

は，異なる日付が記載された本件一覧表類似の一覧表等が多数保存されている上，

複数日にわたり，氏名不詳者らがアプリケーションソフトを通じて，客の搭乗，到
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着，入管通過状況，客からの「回収」状況等を報告し合う多数のやりとりがなされ

ていること（原審甲７９ないし９６，１２０，１２２，１２４ないし１２７）も併

せ考慮すれば，被告人ら組織の関係者が，多数回にわたって金地金の密輸入を行っ

てこれを日本で売却し，その現金を密輸出してこれを元手に海外で金地金を買い付

けるということを繰り返すことで，金地金を密輸入する際に支払を免れた消費税等

相当額の不当利得を重ねていたと強く推認することができる。しかも，原判決が説

示するとおり，被告人ら組織の関係者が，本件密輸出当日に，「１次総３６個持っ

てラウンジで待機中」「２次５名２９個回収完了」などと金地金を回収したとみら

れるやりとり（原審甲１０９）をした後に本件密輸出に及んでいること，被告人Ａ

及び被告人Ｂが本件密輸出の際に所持していた現金には，４月１９日に西日本シテ

ィ銀行本店営業部が作成・封印した一千万円束全９個のうちの５個が含まれており，

これらは同日から翌２０日にかけて現金を引き出した株式会社ネットジャパン福岡

支店従業員にすべて交付され，そのうちの５個が同日に金地金２０キログラムの売

却代金として男性に交付されたものであること（原審甲２０，２５，４５，４６）

も併せ考慮すると，前記推認を一層強めるといえる。②については，被告人Ｃのス

マートフォンのアプリケーションソフトには，「日本から香港に現金を持って出国

するとき，入管で現金に対する出所を聞かれることがあります。現金に対する出所

を話せる程度には，準備してください（例：香港にラフェラーリを買いに行く）」

「インターネットで検索して，車両も高いものを多様に準備してください。ポルシ

ェ９１８ ランボルギーニ」などのメッセージが保存されている（原審甲９１）。

かかるメッセージの内容は，高級車両購入資金を委託されたとの例をも示した上で，

輸出しようとする現金の用途及び出所について虚偽の説明を準備するよう指示する

ものであることが明らかであって，この点を踏まえると，本件現金の中に，前記虚

偽説明の例示となる高級車両の買い受けのための預り金が含まれていたとは信じ難

い。③については，仮に各弁護人が主張するような情を知らない出資者が存在した

としても，そのような出資者が投資した現金の所有権は，出資者が投資した時点で
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投資を受けた組織に属すると解され，あとは出資者と組織との間で投資とその見返

りに関する債権債務関係が残るのみであって，本件現金が「犯人以外の者に属しな

い物」に該当するとの結論に影響するものではない。 

イ また，各弁護人は，そもそも現金の輸出は，その額にかかわらず関税が課せ

られることはなく，申告義務さえ果たせば必要な検査を経て許可されるのが通常の

取扱いであるから，本件密輸出の際，被告人らが本件現金の輸出を税関長に申告す

るという選択肢も十分に考えられたはずであり，本件現金の所有者も，現金の輸出

については申告・許可を経て適法に輸出されたものと信じていたと考えるのが自然

であって，本件現金の所有者全てが本件現金の密輸出の故意を有していたとはいえ

ない，と主張する。 

しかし，原判示第２の犯行では，被告人４名は，現実に本件現金を申告すること

なく無許可で密輸出しようとして アの事実からは，４月１３日に被

告人Ｂが現金５億円余りを無申告で密輸出したと考えられること，被告人Ｃのスマ

ートフォンのアプリケーションソフトに「入管が強気に出るときは，現金は申告し

て行くと言って，申告が可能であれば，申告をして通過してください。ダメな場合

は，証拠書類を持ってくると言って，出直してください。」とのメッセージが保存

されていること（原審甲９１）も踏まえれば，被告人ら組織の関係者においては，

税関長に申告せずに現金を無許可で密輸出することが前提となっていたと認められ

る。そして，前記のように本件現金が金地金の密輸入と現金の密輸出を循環するス

キームの一部を構成するものと認められることからすると，本件現金及び本件金地

金は被告人ら組織の関係者が所有するものと認められるのであって，被告人ら組織

の関係者に本件密輸出の故意があることは明らかである。なお，被告人Ａの弁護人

は，預託者は，自己が所有する金地金を売却することのみを依頼した場合，その依

頼を受けた者が利益を得る手段として，本邦に輸入する方法を選択したことも想定

されるなどと主張するが，本件の実態からはそのような想定はできず，採用できな

い。 
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ウ その他，各弁護人らはるる主張するが，これらを検討しても，本件現金及び

本件金地金が「犯人以外の者に属しない物」と認められるとした原判決に事実の誤

認はない。 

３ 本件現金等の没収の相当性について 

各弁護人の論旨は，要するに，本件現金の全部について没収する相当性が認めら

れるとして，本件現金の全部を没収した原判決には，事実誤認若しくは量刑不当が

ある，というのである。なお，被告人Ａの弁護人は，本件金地金についても同様の

主張をする。 

そこで，記録を調査して検討すると，原判決は，①被告人らから本件現金を没収

することは，関税法上の必要的没収規定の改正の趣旨に照らして許されない，②刑

法１９条の趣旨や罪刑の均衡及び責任主義の要請から，本件現金の没収を行えば実

質的に関税法が定める罰金額の上限を上回る刑罰を科すことになり許されないとの

原審各弁護人の主張につき，①については，同改正によっても，必要的没収の対象

外とされた貨物について刑法１９条の適用を排除する規定は設けられておらず，刑

法１９条による任意的没収は妨げられない，②については，刑法１９条１項１号が

犯罪組成物件を没収の対象としたのは，同物件を没収することなく犯人に戻した場

合，再度それを基に犯罪に及ぶことを防止する趣旨も含むと解され，本件密輸出は，

組織による金地金の密輸入，換金，現金の密輸出，金地金の購入という循環の一部

を構成し，本件現金を没収しなければ同組織によって同種犯罪が敢行される可能性

が高く，没収の必要性が高度に認められ，本件密輸出の規模の大きさ及び計画性の

高さに基づく事案の重大性・悪質性に鑑みれば，これを没収することが犯罪行為と

の均衡を欠くとはいえず，更に一般予防の観点からも本件現金を没収するべきであ

るとして，本件現金の全部を没収することが相当性を欠くとはいえないと判断した。

かかる原判決の判断に裁量の逸脱はなく，当裁判所も正当として是認することがで

きる。 

各弁護人は，①現金は，その性質上，これを所持すること自体が犯罪に直結する
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ものではないから，刑法１９条１項１号が本来想定している犯罪組成物件には当た

らないことを原判決は看過している（なお，被告人Ａの弁護人は，金地金も性質と

しては現金に近いものがあり，同様にいえると主張する。），②原判決は，本件密

輸出が循環型の犯行の一部であるとして，本件現金全部の没収の必要性を肯定する

が，これは実質的に起訴されていない余罪を処罰するに等しく許されない，③現金

は，税関長に必要な申告を行い，許可を受ければ問題なく輸出できるから，本件密

輸出は循環型の犯行において不可欠の要素ではないのであって，一般予防効果は期

待できない，と主張する。 

しかし，①については，既に説示したとおり，本件密輸出は，組織による金地金

の密輸入，換金，現金の密輸出，金地金の購入という循環の一部を構成するもので

あって，本件現金も金地金の購入資金として費消されることが予定されていたとい

え，単純に現金の一般的性質を論ずることに意味はない。同様に，本件金地金も換

金され，現金の密輸出につながることが予定されていたものである。②については，

原判決が説示するとおり，刑法１９条１項１号には，犯罪組成物件を没収すること

なく犯人に戻した場合，再度それを基に犯罪に及ぶことを防止する趣旨も含むと解

されるところ，この点を判断する上で，本件密輸出が前記の循環の一部を構成する

ことを考慮することは当然に許されるというべきであって，本件現金の全部を没収

することが実質的に起訴されていない余罪を処罰するに等しいなどとはいえない。

③については，既に説示したとおり，被告人らの組織では，金地金の密輸入及び現

金の密輸出の循環において，税関長に申告せずに無許可で現金を密輸出することを

前提としていたのであるから，本件現金の全部を没収することによって，本件と同

様の犯行を抑止する一般予防効果が期待できるというべきである。 

その他，各弁護人はるる主張するが，これらを検討しても，本件現金及び本件金

地金の全部を没収することが相当性を欠くとはいえないとして，本件現金及び本件

金地金の全部を没収した原判決の判断に事実誤認や裁量の逸脱はない。 

論旨は理由がない。 
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第３ 結論 

よって，刑訴法３９６条により本件各控訴を棄却することとし，主文のとおり判

決する。 

  平成３０年６月１９日 

    福岡高等裁判所第２刑事部 

        裁判長裁判官   岡田  信 

           裁判官   佐藤 哲郎 

           裁判官   髙橋 明宏 

 


